
公的資金の使用に係るe-Learning研修2025GU

大学の基盤的経費である運営費交付金が削減される中，研究を進める上で
競争的研究費等の獲得は欠かせないものとなっています。

科研費の種目に基金化，調整金の制度が導入される等，公的研究費の
世界では使用の利便性に配慮する流れができつつあります。

一方で，「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」
がたびたび改正され，ルールの遵守や使途についての説明責任もますます強く求められています。

名古屋大学（以下，「名大」）においては，誠に残念なことに令和4年10月31日に研究費の
不適切な会計処理について, 令和6年7月3日に科研費等の不正受給について公表しました。大
変由々しき事態であり，このような事態は，それを行った個人のみならず，大学全体の財政基盤
や円滑な研究実施を揺るがすことにつながりかねません。

このような事案が二度と起きないよう，再発防止及び信頼回復に努め，私たち一人一人が，
研究費等の執行ルールを理解し，その上で研究費を適切に管理する意識を持つ必要があります。

ｅ-Learning研修を通し，改めて基本的な執行ルールを確認するとともに，研究費等の適正
使用についての自覚を高めていただければ幸いです。

１．最高管理責任者（松尾清一機構長）からの挨拶
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令和4年10月31日調査結果公表

２-1.名大で発生した研究費の不適切な会計処理について

研究費等不正使用通報窓口に名大教員が研究費の不正使用を行っていると情報提供があり，研究費等不正使用調査委員会を設置して調査
を行った結果，以下の不正使用が判明した。

不正が行われた年度 ： 平成 26 年度～令和 2 年度
不正に支出された研究費の額 ：11,312,228 円
不正に関与した研究者数 ： 1人

・旅費の架空請求・過大請求

当該教員は，自ら又は学生等の出張について，申請した内容の出張を実際には全く行わなかったり，申請した用務先，出張期間，交通手段，
宿泊施設と異なる出張を実際には行ったりしたにもかかわらず，申請した内容の出張報告をし，架空又は過大な旅費を大学に支出させた。
・還流行為

当該教員は，自らの研究室の運用であるとして，学生等の出張の交通費，宿泊施設利用料，食事代等の実費を当該教員が立替払いし，学生
等に対して大学が支出した出張の旅費等を，学生等から当該教員が立替金の返済として受け取る方法を用いて，架空や過大のものを含む旅
費を学生等から実際に受け取っていた。

④学生が利用した
分の実費を立替払

い ⑥教員からの報告内容に基づく
出張費用支払い

⑦大学から支給された
旅費から学生自身が負担した金額を

差し引いて精算

②学生の出張申請（事実と異なる日程，交通機関等で申請）
⑤学生の出張完了の報告（一部虚偽の内容を報告）

③出張，交通機関や宿泊施設等の利用

教員

⑧ ④と⑦
の差額を
取得

交通機関
宿泊施設
食事等 大学

学生等

研究費を管理する研究者としての
倫理観，モラルが欠如していた

大学の旅費支給手続きを熟知せず，教員が手続きを
行った出張申請・報告の内容も把握していなかったた

め，教員の指示でしか行動できなかった

出張の内容や日程等を客観的資料により
確認すべきところ，確認処理が不十分だった

①出張の指示，経費立て替えの説明

還流行為の流れ・発生要因
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◆ 出張手続における牽制体制の強化
用務内容や日程等の根拠資料提出及び変更があった場合の手続きの再周知，学生の出

張報告書について，本人作成の義務化
◆ コンプライアンス教育の強化

研究費不正使用防止対策ポスターの作成，学生向けe-Learningの作成
◆ 教職員及び学生へ，還流行為禁止等に関する事項の周知徹底（次ページに掲載）

本件を受けた再発防止策

◆ 科学研究費補助金の不正使用額及び加算金を国へ納付した。
◆ 当該教員に対し，資金配分機関が運用する競争的研究費等の応募資格が制限された。
◆ 当該教員に対し，懲戒処分に関する調査，審議を行い，懲戒解雇相当が決定した。
◆ 名大及び機構の社会的信頼が大きく損なわれた。

処分及び名大への影響

 東海国立大学機構（以下，「機構」）を挙げて再発防止及び信
頼の回復に努め，二度と同じ行為がないようにしなくてはいけません。

 このような事例が発生すると，機構にペナルティが科されるだけでなく，
再発防止のための多数の取組を機構として実施することとなります。
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① 大学から支払われた旅費を研究室（研究者）が回収する行為は禁止
⇒大学から支払われた旅費は，出張を行った教職員及び学生個人のものです。「研究室の運営のため」等の理由
で旅費を回収することは禁止しています。

② 旅費の支出は事前の仮払いや業者払いが可能であり，研究者が学生の出張費用（交
通費，宿泊施設利用料等）を立て替える必要はない

⇒特に高額となる航空券等は業者払いが可能です。また，海外への長期出張は仮払いの手続きも検討するようにし，
極力研究者が学生の出張費用を立て替えることがないようにしてください。

③ やむを得ず研究者が立て替えた場合であっても，実際に立て替えた金額に限って精算
（学生による研究者に対する立替金の返済）すること

⇒研究者が学生の出張費用を立て替えた場合，必ず立て替えた金額を明らかにし，実際に立て替えた金額のみ精
算するようにしてください。学生に支給された旅費全額を徴収することは不当な行為です。

④ 研究室又は研究者個人が管理する金銭を研究室の運営や研究等の経費に充てることは
不適切

⇒研究室の運営や研究等に必要な経費は運営費交付金や教員の研究費で充当すべきであり，研究室で回収した
私費や研究者個人が管理する金銭を充てることは不適切な行為となります。

再発防止策における周知徹底事項
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【経緯・概要及び調査結果】
愛知学院大学から東海国立大学機構に対して、名古屋大学の元教員による科学研究費助成事業（以下「科研費」とい

う。）申請時の研究計画調書への業績虚偽記載による科研費の不正受給等の不正が判明した旨の報告があったため、本機
構でも当該元教員の在職中に行った科研費等の申請について、調査を実施した。
その結果、以下の科研費等の業績虚偽記載による不正受給が判明した。
不正受給が行われた年度：平成27年度～平成29年度
不正に受給した研究費：科研費補助金 3,770,000円
 名古屋大学科研費挑戦セーフティネットの助成金 950,000円
不正に関与した研究者：1人
不正の内容：

１．科研費申請時の研究計画調書への業績虚偽記載による科研費の不正受給
・インパクトファクターの高い雑誌にインプレス又は掲載されたとする論文2編について、存在しない論文であった。
・他人の論文4編について、自身の氏名を共著者として追加して記載した。

２．科研費申請時の研究計画調書への業績虚偽記載による名古屋大学科研費挑戦セーフティネットの助成金の不正受給
・インパクトファクターの高い雑誌にインプレス又は掲載されたとする論文1編を含む3編の論文について、存在しない論文であっ
た。

令和6年7月3日調査結果公表

２-2.名大で発生した科研費等の不正受給について

・科研費に申請したものの不採択となったこと、採択されていた科研費が終了すること、大学が大型科研費の獲得を促進してい
たことなどにより、研究費の獲得に向けて過度にプレッシャーを感じていたものと推察されるが、アクセプトされてない論文であること
を認識していたにもかかわらず、これらの論文を研究計画調書に記載したことから、研究者としての責任感及び倫理観の欠如に
よるものと考えられる。
・研究業績虚偽記載による研究費の不正受給については発生することを想定しておらず、本機構で実施してきたコンプライアン
ス・研究倫理教育では、研究費の不正受給の具体的な手法・事例について取り上げていなかった。

発生要因
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１．今回の不正受給の概要を周知するとともに、法人の構成員が従うべき行動規範・基本方針を
改めて周知徹底した。

２．公的資金の使用に係るe-Learning研修のテキストに不正受給の事案を追加した。
３．競争的研究費等の申請にあたり研究業績等の虚偽記載を行わないことについて、

e-Learning研修の受講時にオンラインにより誓約させている。
４．科研費の公募説明会において、不正受給の事案を取り上げている。
５．担当部署から競争的研究費等の公募の案内を行う際に、虚偽記載を防止するための注意

喚起を行っている。

本件を受けた機構としての再発防止策

・不正受給した研究費については、元教員に返還を求めている。

その他
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3．他機関において発生した研究費の不適切な会計処理について

研究機関名 不正が行われ
た年度 不正の種別 不正に支出された

研究費の額
不正に関
与した研
究者数

不正内容・動機・背景

慶應義塾大学
平成26年
度－
令和2年度

架空請求（カ
ラ給与）・還
流行為
）

5,210,420円 1人

教員が研究室に所属する複数の大学院生に対し、実態の伴わない勤務に基づく臨時職員として
の勤務報告を行わせ、支給された給与を、学生の研究活動に要する交通費や研究用資材等の
購入に充てた。研究に使用していた研究施設が遠方にあり、学生の研究活動に要する交通費負
担が大きかった、必要な消耗品等は施設近辺で購入し、すぐに使用する必要があったため、検収を
受けづらく、管理負担が大きかった。こうした学生の負担を軽減するため、当該教員は、機動的な
資金を確保する動機を持つに至った。

早稲田大学
令和元年
度、令和3
年度

出張旅費の不
正取得

267,550円 1人

教員が実際には予定していない国内出張の用務を記載するなどして虚偽の出張申請・出張報告
を行い、出張旅費を不正取得した。海外での学会出席及び発表を用務として出張申請を行い海
外へ渡航したが、実際には出張申請に係る学会出席及び発表を行っておらず、虚偽の出張報告
を行った。当該教員は、虚偽であることを認識しながら、思いとどまることなく、あえて虚偽の出張申
請及び出張報告を行っていた。

東京大学
平成27年
度－令和2
年度、令和
4年度

謝金の目的外
使用及び不正
な支出
旅費の不正な
支出

1,925,940円

1人
＊その
他事
務補
佐員2

人

大学院生等に対する授業補助の対価及び旅費の立替払の精算、実験・測定補助等の対価、元
事務補佐の残業代相当額を、該当する費目による支出手続きをすることなく、謝金の支出手続き
に置き換えて処理をしていた。元事務補佐に対する事務作業等の対価として、実際に労務を提供
したことが確認できる時間以上の時間に相当する謝金が支出されていた。自家用車またはレンタ
カーを使用した出張について、必要な事務手続きを経ることなく、実際の交通手段と異なる旅費請
求による処理をしていた。当該教授が同研究室内の研究費にかかる支出の手続を漫然と元事務
補佐に任せていた。元事務補佐においては、競争的研究費等に関わる資金配分機関及び本学の
経費執行ルールの理解が不十分で、実態に即した適正な執行ができていなかった。

文部科学省HP「研究機関における不正使用事案」（https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364929.htm）及び「研究機
関における不正受給事案」（https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1366786.htm）の令和6年度版を要約して作成

研究機関名 不正が行われ
た年度 不正の種別 不正に支出された

研究費の額
不正に関
与した研
究者数

不正内容・動機・背景

愛知学院大学
平成28年
度～令和4
年度

申請書虚偽記
載による競争
的研究費等の
不正受給

37,880,000
円 1人

学内助成金及び科研費の申請の際，申請書又は研究計画調書に研究業績として存在しない
架空の論文や，他人の論文に自身を共著者として記載する虚偽の記載を行い、学内助成金及
び科研費を不正に受給した。研究機関からの大型研究費獲得要請に強いプレッシャーを感じたこと，
研究室の研究費取得を維持しようとして過度に自分自身を追い込んでしまったことが虚偽記載の
要因と供述している。

〇不正使用事案

〇不正受給事案
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研究費等の適正使用,不正防止の重要性を再認識するための
コンプライアンス教育

教員個人として（研究を自由に行うために）
大学組織として（最先端研究を推進するために）

4．本研修の目的

◆研究費の原資の大部分は税金です。

 国民の信頼に応えるため，研究費を適正に使用する責任が
あります。

 研究機関として信頼を得られないと，研究費の配分を受ける
研究機関として認めてもらえません。

 研究者の個々人が研究費の適正使用についての自覚をもつ
ことが求められています。
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5．不正使用・不正受給とは（禁止事項）
「故意若しくは重大な過失による競争的研究費等の他の用途への使用又は競争的研究費等の
交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用。」(令和３年２月１日改正ガイドライン
引用)
・実態の伴わない虚偽の書類による研究費の支出
・研究費の使用ルール（交付条件，大学ルール等）を理解せず行った，間違った研究費の支出 などは
私的流用の有無にかかわらず，研究費の不正使用となります。

 架空の納品書・請求書を業者に作成させ，大学が支払った代金を業者に管理させた。
 業者に水増した請求書を作成させ，支払った余剰金を業者に管理させた。
 翌年度以降の納入予定物品を，年度内に納入済として業者に書類を作成させ，未納品の代金を先払いした。
 業者の見積書・納品書・請求書を自ら作成し，大学へ請求し自分に還元させた。

① 架空請求による預け金及び書類の書き換え

 実態を伴わない出張の旅費を大学に支払わせ自ら又は他人が管理している。
 出張で不必要な日程を含み旅費を支給させ，水増し分の旅費を自ら又は他人が管理している。
 エコノミークラスの格安航空券を購入したにもかかわらず，業者に正規運賃の見積書及び請求書の作成を依頼し

て外国旅費を水増し請求し，大学院生等の国内学会出席等に使用した。

② カラ出張及び出張費用の水増し請求

 実態を伴わない出勤表等に基づき給与を大学に支払わせた。（カラ雇用）
 実態を伴わない作業の謝金を大学に支払わせた。（カラ謝金）

③ カラ雇用，カラ謝金，還流行為

研究費の不正使用等の具体事例
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 架空請求による預け金及び書類の書き換えは禁止  
 カラ出張及び出張費用の水増し請求の禁止
 カラ雇用，カラ謝金の禁止
 給与・旅費・謝金等の還流行為の禁止
 交付決定の条件，機関ルールに従わない使用の禁止
 虚偽の申請による競争的研究費等の不正受給の禁止

④ 交付決定の条件等に反する使用
 研究参加者リストに記載のない者を雇用して賃金を支払った。
 特定の国との学術交流を目的とした経費で，支出を禁止されている備品を購入した。
 科研費の審査結果通知前に参加申し込みと航空券の手配をし，研究期間開始後に出張して当該科研

費から支出した。
 機関が定める教員発注権限の上限額を超える物品を独自判断で購入するため，金額を３等分した見積

書を作成してもらい，日付をずらして発注した。

⑤ 虚偽の申請に基づく競争的研究費等の不正受給
 競争的研究費等を申請する際，業績として架空の論文を記載したり，自身が著者ではないにも拘わらず

他人の論文の共同著者に自らの名前を記載した。
 国際的に信頼されているインパクトファクターの高い学術雑誌に，あたかも自身の論文が掲載されているかの

ような虚偽の記載により，自身の業績を捏造し，競争的研究費を受け取った。

 自らの裁量に基づいて自由に使える現金を捻出するため，カラ雇用により学生アルバイトに支払われた賃金
を回収した。（カラ雇用＋還流行為）
※還流行為は，本人の承諾の有無に関わらず，社会的に不適切な行為とみなされます。

③ カラ雇用，カラ謝金，還流行為（続き）
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 不正使用等を行った場合は，「個人（研究者）」のみならず，「研究機関（大学）」が配分機関から間接経費の
減額査定などのペナルティを科されることがあります。

 研究費等の不正使用等が発覚した場合は懲戒処分の対象となり，調査結果については不正に関与した者の所属・
氏名を含み公表されます。

 また，私的流用など，行為の悪質性が高い場合には，機構や配分機関から刑事告発や民事訴訟が行われることも
あります。

 個人（研究者）だけでなく，研究機関（大学）の社会的信頼も大きく失墜します。

※ 「善管注意義務違反」とは，自ら不正使用等に関与していない場合でも，研究資金の管理責任者として責務を全うしなかった場合をさす。
※不正使用等が発覚した場合，管理する府省より，他の府省に当該不正事案の概要を提供することにより，他府省を含む他の競争
的研究費等への応募及び参画についても制限されます。
※部局内における不正使用等防止対策が不十分で研究費等の不正使用等が発生した場合，コンプライアンス推進責任者の管理責任が問われます。

応募制限の対象者 不正使用の程度と応募制限期間

不正使用を行った研究者と共謀者

私的流用の場合，１０年
私的流用
以外で

① 社会への影響が大きく，行為の悪質性も高い場合，５年
② ①及び③以外の場合，２～４年
③ 社会への影響が小さく，行為の悪質性も低い場合，１年
※行為の内容に応じて判断

不正受給を行った研究者と共謀者 ５年
善管注意義務違反※を行った研究
者

不正使用を行った者の応募制限期間の半分（上限２年，下限１年，端
数切り捨て）

6．不正使用等に対するペナルティについて

不正使用及び不正受給への対応（競争的研究費等への応募資格の制限）
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7．研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）

研究機関が研究費を適切に管理するための必要事項を示したガイドラインが，文部科学大臣決定により平成19年2
月15日に作成されました。 しかし，公的研究費の不正使用が後を絶たず，社会問題となったことから，平成26年
2月18日にガイドラインが改正されました。しかし，依然として様々な形での研究費不正が発生し続けていることから，
令和３年2月1日にガイドラインが再度改正されました。

※以下にガイドラインの概要を示すとともに，ガイドラインに添った機構の対応について案内いたします。

第1節 機関内の責任体系の明確化
最高管理責任者の強力なリーダーシップの下，機関全体で研究費不正の根絶に取り組む。また，監事は競争的研究

費等の運営・管理についても重要な監査対象として確認することが求められる。機関内の運営・管理に関わる責任者が不
正防止対策に関して機関内外に責任を持ち，積極的に推進していくとともに，その役割，責任の所在・範囲と権限を明
確化し，責任体系を機関内外に周知・公表することが必要である。
機構の対応・・・ 「最高管理責任者」を始めとする機関内の運営・管理責任者を定め，その役割・役職を学内外に公表している。

⇒Ｐ14

最高管理責任者は，不正が行われる可能性が常にあるという前提の下で，不正を誘発する要因を除去し，十分な抑
止機能を備えた環境・体制の構築を図らなくてはならない。コンプライアンス推進責任者は，計画に基づくコンプライアンス教
育，啓発活動をしなければならない。
機構の対応・・・本研修や研究費執行ハンドブックを通したルールの周知を行い，関係する規程の整備を行っている。

関係者の意識向上のための学内外より「誓約書」の徴取，「行動規範」の策定をしている。 ⇒Ｐ15,16
教職員の意識向上のための講演動画を作成，各部局の教授会等で再生している。また，この動画を誰でも見られるよ
うHPに掲載し，コンプライアンス推進責任者より視聴するよう周知している。

第2節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備
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第4節 研究費の適正な運営・管理活動

第5節 情報発信・共有化の推進

第6節 モニタリングの在り方

第3節で策定した不正防止計画を踏まえ適正な予算執行を行う。不正につながりうる問題を捉えられるよう，第三者から
の実効性のあるチェックが効くシステムを構築する。
機構の対応・・・発注した者以外による納品チェックを行うため「検収センター」を設置するとともに，「研究者による発注権限付与」，「非常

勤雇用者に対する抽出のヒアリングの実施」，「出張報告の確認」等の対応をしている。
  改正されたガイドラインへの新たな対応を説明している。 ⇒Ｐ18

ガイドラインの趣旨に沿って，機関が実効性ある体制を整備する上で，機関内での情報共有はもとより，機関の取組や
事例の主体的な情報発信が必要かつ有効である。
機構の対応・・・「相談窓口」及び「通報窓口」を学内外へ公表している。⇒Ｐ19～21

不正の発生の可能性を最小にすることを目指し，機関全体の視点から実効性のあるモニタリング体制を整備する。
機構の対応・・・内部監査部門は，防止計画推進部署によるモニタリング及び過去の内部監査の結果に基づき監査計画（機構全体の

モニタリング体制の検証等を含む）を策定し，内部監査を実施している。⇒Ｐ22

第７節 研究費等を配分する側における機関への調査
第８節 体制不備がある機関への措置や不正への厳格な対応

第1節から第6節に記載される事項に対する機関の対策の実施状況について，配分機関による調査の実施。
不正が発生した場合における間接経費の削減割合の明示。

不正を発生させる要因を把握し，具体的な不正防止計画を策定・実施することにより，関係者の自主的な取組を喚起
し，不正の発生を防止することが必要である。
機構の対応・・・ 監事への情報提供・意見交換及び内部監査部門と連携し不正の発生要因を把握し「研究費等不正使用等防止計

画」 を策定し，毎年度見直しを行っている。 ⇒P17

第3節 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
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部局長

機構理事・
機構副理事又は
機構長補佐

岐阜大学・
名古屋大学の
学長，総長
（副学長，副総長）

学科・専攻・
研究所の部門長等

機構長

法人統括管理責任者
研究費等の運営及び管理について機構全体を統括する実質

的な責任を負う

コンプライアンス推進責任者
部局における研究費等の運営及び管理について責任を負う
コンプライアンス教育・啓発活動・モニタリングの実施

コンプライアンス
推進副責任者

具体策実施の指示・支援

報告

報告具体策の策定・実施
実施状況確認(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ)

最高管理責任者
機構全体を統括し，研究費等の運営及び管

理について最終責任を負う

統括管理責任者
研究費等の運営及び管理について大学全体

を統括する実質的な責任を負う

基本方針の策定必要な措置 報告

コンプライアンス
推進副責任者

日常的に目が届き，実効的な管理監督を行う範囲で任命

①不正防止対策
②コンプライアンス教育の受講管理
③適切な管理・執行のモニタリング

各部局
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議 論 報 告 ・ 意 見

監査結果報告
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携
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連携

8．機構の研究費等不正使用等防止計画実施体制 ガイドライン第1節への対応

報告
具体策実施の
指示・支援

連 携
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構成員及び取引業者から「規則を遵守すること・不正を行わない（関与しない）こと」の
誓約書を徴取することが求められている。

9．誓約書の徴取について ガイドライン第2節,第4節への対応

○機構構成員からは，e-Learning研修受講時に
「競争的研究費等への申請及び執行経費の使
用に当たっての誓約書」を徴取。

 チェックテスト【必須】＆確認書の冒頭で確認する
   ことになっています。

※必ず誓約書の内容をよく読み，
遵守すること。

「東海国立大学機構との取引に関する基本事項」の全文は
https://www.thers.ac.jp/procurement/basicinfo/kakunin/kaunin.html から確認できます。

○取引業者からは，下記事項が記載された「東海国立大学機構との取引に関する基本事項」を
遵守する旨の「確認書」の徴取。
 不適切な取引を行わないこと（預り金，支払期日の不明確な取引，取引事実と異なる書類の提出，
将来の売買を前提とした貸出）

 教職員から不適切な取引を行うことを要求された場合は拒絶し，機構の通報窓口へ連絡すること
などが記載されています。

<誓約書イメージ>
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１．東海国立大学機構構成員としての誇りと自覚を持って，関係法令，
規程等を遵守すること。

２．研究費等の原資は，国民の税金などであることを認識し，その使用に
関する説明責任を自覚すること。

３．研究費等の取扱いに関する研修に積極的に参加すること。
４．研究者は，研究計画に基づき，研究費の計画的かつ適正な使用に

努めること。
５．業者等との関係において，研究費等の使用にあたって国民の疑惑や

不信を招くおそれのないよう行動すること。
６．研究者及び事務職員は，相互に有機的な連携をとるよう努めること。
７．研究費等の不正使用が疑われる場合は，速やかに通報窓口に通報

すること。

10．研究費等の適正使用に関する行動規範 ガイドライン第2節への対応
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1. 研究費について公的資金であるという
意識が希薄

2. 研究者と業者の関係が密接になる可
能性がある

3. 非常勤雇用者の勤務実態の確認が困
難なケースがある

4. 学生が研究費執行のルールを知らず，
教員の指示でしか行動できない

1. e-Learning研修の実施，誓約書の
徴取

2. 財務会計システムにより，研究者による
発注内容を事務側で適切に把握する

3. 非常勤職員の勤務実態の確認するた
め抽出によるヒアリング調査を実施

4. 学生向けe-Learningの実施，教員
の旅費立て替えの精算は実費額で行う
ことの周知啓発

11．研究費等不正使用等防止計画の策定 ガイドライン第3節への対応

不正発生の要因の一例 不正防止に向けた具体的取組

東海国立大学機構研究費等不正使用等防止計画（全文）
https://www.aip.nagoya-u.ac.jp/risk-management/r_funding/regulations

本計画においては，その他にも不正発生の要因と不正防止に向けた具体的取組をまとめており，一覧で示しています。

 機関全体の具体的な対策のうち最上位のものとして，研究費等不正使用等防止計画
を策定。

 計画は，文部科学省からの関係情報，他の研究機関における対応状況，監事の意
見及び内部監査結果等を参考にしながら，不正発生要因に応じて随時見直しを行い
実効性のある内容とする。
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12．適正使用のための留意事項 ガイドライン第4節への対応

 発注段階で支出財源の特定を行い，予算執行の状況を遅滞なく把握しなければならない。
機構の対応・・・財務会計システムにより対応している。

発生源入力を導入し発注時に支出財源の特定，予算執行を
リアルタイムで確認している。

  
 有形の成果物がある場合については，検収を行うとともに，必要に応じ，

抽出による事後チェックをしなければならない。
機構の対応・・・発注者以外の者による抽出での事後検査を行っている。

 非常勤雇用者の勤務状況確認－事務部門が採用時や定期的に，
    内容の確認を実施している。

機構の対応・・・従前からの「勤務時間重複チェックリスト表」の提出，監査室による
 「非常勤職員の勤務実態監査」に加え，新規採用者へ注意喚起のビラ
 （右イメージ）を配布し，採用時からの意識啓発を促している。

 換金性の高い物品については，金額に係わらず適切に管理しなければならない。
機構の対応・・・１０万円以上の対象物品については，従前より固定資産等として管理を実施していたが，

ガイドライン改正を受け，金額に関わらず管理を行うこととしている。⇒Ｐ35において説明

 出張計画の実行状況の確認
機構の対応・・・用務遂行を確認するため，用務内容及び成果，訪問先，宿泊先，面談者等を具体的に

記載した復命(出張報告)書を提出させている⇒Ｐ36において説明
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研究費等不正使用等防
止に係る取り組みにつ
いてHPで確認するこ
とができます。

通報窓口を設置、
公表しています。

13．研究費等の不正使用防止対策に関係する情報源（岐大）ガイドライン第5節への対応
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１３．相談窓口 ガイドライン第5節への対応

各 部 局 に ルール 相 談 窓 口 が あ り ま す

14．相談窓口（岐大） ガイドライン第5節への対応

20

〇公的研究費の使用に係る事務手続き及びルールに関する相談窓口
部局名 担当窓口係名等 電話 メールアドレス

教育学部 教育学部事務部 総務係 058-293-2205 edu-kanri@t.gifu-u.ac.jp
教育学部附属小学校・中学校 教育学部事務部 附属学校係 058-271-3091 edu-fuzok@t.gifu-u.ac.jp
地域科学部 地域科学部事務部 総務係 058-293-3005 reg-soumu@t.gifu-u.ac.jp
医学系研究科・医学部 医学系研究科・医学部事務部 管理係 058-230-6081 med-kanri@t.gifu-u.ac.jp
医学部附属病院 医学部附属病院事務部 経営管理課 管理係 058-230-6011 ghp-kanri@t.gifu-u.ac.jp
工学部 工学部事務部 管理係 058-293-2367 eng-kanri@t.gifu-u.ac.jp
応用生物科学部 応用生物科学部事務部 管理係 058-293-2833 abs-kanri@t.gifu-u.ac.jp
社会システム経営学環 学務部 全学連携教育課 学環事務室 連携課程係 058-293-3440 keiei@t.gifu-u.ac.jp
大学院連合農学研究科 応用生物科学部 連合大学院事務室 連合農学係 058-293-2984 renno@t.gifu-u.ac.jp
大学院共同獣医学研究科 応用生物科学部 連合大学院事務室 連合獣医学係 058-293-2987 jgsvs@t.gifu-u.ac.jp
大学院連合創薬医療情報研究科 医学系研究科・医学部事務部 大学院連合創薬係 058-230-7602 renso@t.gifu-u.ac.jp
図書館 学術情報課 総務係 058-293-2184 lib-soumu@t.gifu-u.ac.jp
教育推進・学生支援機構 学務部 教務課 総務係 058-293-2136 orphess@t.gifu-u.ac.jp
学術研究・産学官連携推進本部 研究推進部 研究推進課 研究総括係 058-293-3140 kes-soumu@t.gifu-u.ac.jp
グローカル推進本部 学務部 国際事業課 国際総務室 国際総務係 058-293-3351 kokusaik@t.gifu-u.ac.jp
情報連携統括本部 情報環境部 情報企画課 総務グループ 058-293-2107 jhk-soumg@t.gifu-u.ac.jp
高等研究院 研究推進部 研究組織支援課 研究支援係 058-293-3352 ksi-ksien@t.gifu-u.ac.jp
地域連携推進本部 学務部教育連携課地域連携係（COC担当） 058-293-2141 kes-ciiki@t.gifu-u.ac.jp
保健管理センター 学務部 学生支援課長補佐 058-293-3367 hokencen-jim@t.gifu-u.ac.jp

〇大学本部及び部局等からの相談窓口
事項 担当窓口係名等 電話 メールアドレス

本学の会計ルール等に関すること 財務部 財務課 総括グループ 058-293-2094 zim-soumg@t.gifu-u.ac.jp
科学研究費補助金の資金配分機関ルールに関すること 研究推進部 研究資金支援課 研究資金第三係 058-293-2195 ksi-sikn3@t.gifu-u.ac.jp
受託研究等の資金配分機関ルールに関すること 研究推進部 研究資金支援課 研究資金第一係 058-293-2667 ksi-sikn1@t.gifu-u.ac.jp



15．研究費等不正使用等通報窓口 ガイドライン第5節への対応

東海国立大学機構における社会的信頼の維持及び業務運営の公正性の確保に資することを
目的として，研究費等の不正使用等に係る申立て又は情報提供に対し，適切な対応を行うた
めの対応窓口として，研究費等不正使用等通報窓口を設置しています。

◎申立て等を行うことができる者
不正使用等の疑いがあると考える者は，誰でも通報窓口を通じ，申立て等を行うことができます。

◎申立者の保護等
申立て等を行ったこと，申立て等に係る事実関係の調査に協力したことで，不利益な取扱いを受ける
ことはありません。（機構長が，申立者等の職場環境が悪化しないよう，適切な措置を講じます。）
なお，悪意をもって虚偽の申立てその他不正を目的とする申立てを行った者については，就業規則等

によって処分されることがあります。

◎申立方法
以下のＵＲＬ及び右ＱＲコードから申立書をダウンロードし，下記窓口に提出してください。
https://www.thers.ac.jp/disclosure/mis-use/index.html

外部窓口
弁護士法人錦総合法律事務所

FAX:052-951-2432 
E-mail:okada@nishiki-sohgoh.com

内部窓口
東海国立大学機構 監査室

FAX:052-789-2099 
E-mail:kansakkr@t.thers.ac.jp

※内部窓口では，研究費等の不正使用に係る相談についても
受け付けています。
（研究費等の使用方法については教員や研究室事務担当者，

P20の相談窓口に問い合わせてください。）

※外部窓口において受けた内容については，機構に申立
者の氏名を明かすことなく手続きを行うことができます。 
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16．モニタリングと内部監査 ガイドライン第6節への対応

 ガイドラインにおいて，不正発生の可能性を最小にすることを目指し，内部監査部門と連携し，機関
全体の視点から実効性のあるモニタリング体制を整備・実施することが求められています。

 研究費等不正使用等防止計画委員会において防止計画を策定し，統括管理責任者が中心と
なって研究室等へヒアリングを実施する一方で，事務部門が抽出による事務的チェックを実施して研
究費の執行に係るモニタリングをしています。

 部局等においては，e-learning研修の受講やポスター掲示その他の啓発活動実施状況について，
多くの目でモニタリングできるようコンプライアンス責任者を配置する等の体制整備を進めることとしてい
ます。

統括管理責任者やコンプライアンス推進責任者等によるモニタリング

 監査室は，機構長直轄の組織で，競争的研究費等に関する内部監査を実施しています。
 モニタリング及び過去の内部監査により把握した不正発生要因に応じて，監査計画を随時見直し，

効率的で効果的な内部監査を実施しています。
 監事及び会計監査人と連携し，内部統制の整備・運用状況，モニタリング及び内部監査の手法等

について意見交換を行っています。
 内部監査結果に基づき機構長へ報告を行うとともに，部局へ改善事項要求やフォローアップ調査を

行っています。

監査室による内部監査

22



17．研究費使用の基本ルール
１）研究費の種類
 研究費は，「外部資金」と「運営費交付金等」に分類され，更に「外部資金」については，

「国及び独立行政法人等からの公募型の研究資金（以下「競争的研究費等」といいま
す。）」，「財団法人及び民間企業等からの研究資金」の2種類があり，
研究費の種類ごとに，守るべきルールが違います。

 特に国や独立行政法人から交付される研究費は，機構規程と併せて，それぞれに定められた
ルールを確認してください。

東海国立大学機構規則集掲載Ｗｅｂ https://education.joureikun.jp/thers_ac/

研究費の種類 守るべきルール※

外部資金

競争的研究費等
（国及び独立行
政法人等からの公
募型の研究資
金）

補助金
（科研費等）

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律，研究
資金制度毎の使用ルール（取扱要領等）

受託研究費，受託事業
（NEDO等） 契約書，研究資金制度ごとの使用ルール

財団法人及び
民間企業等からの
研究資金

受託研究費，受託事業
共同研究費 契約書等

寄附金 寄附目的，財団等ごとの使用ルール

運営費交付金等
※ 上記全てに加え，東海国立大学機構会計規程などの機構規則等が守るべきルールとして適用されます。

※ 文部科学省の競争的研究費等において，関係法令・指針等（研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針を含
む）に違反し，研究を実施した場合には，研究費の配分の停止や研究費の配分決定を取り消すことがあります。
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（１）目的外使用の経費
競争的研究費等で使用できる経費は，研究課題の遂行に直接必要な経費及び成果取り

まとめに必要な経費のみで，これ以外には使用できません。

（２）研究期間を越えた経費
年度内，又は研究期間内に使用しない物品は，その年度又は研究期間の予算で購入

することはできません。（科研費（いわゆる「基金分」）については年度を越えた経費の使用が
可能です）

（３）建物等の施設の整備に関する経費
（４）研究中に発生した事故又は災害の処理のための経費

※上記以外にも，制度ごとに使用できない経費がありますので，各制度の取扱要領等の内容を確認してください。

３）競争的研究費等（直接経費）で 一般的に 使用できないもの

２）研究費の立替制度
 岐阜大学又は名古屋大学（以下，各大学）では，外部資金（寄附金を除く）について，そ

の研究費を受領するまでの間，大学が研究又は事業実施に必要な資金を立て替える制度があり
ます。

 各研究費の事務担当者（P20)にご確認ください。
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18．研究費の機関経理について

教職員が使用する全ての研究費は，
 各大学（機関）が経理します。

 研究助成金に採択された場合は，事務を通じて，
寄附金として各大学に受入れ手続きを行い，機関経理しなければいけません。

※研究助成金を個人で経理していた事例があったため，会計検査院実地検査において指摘されました。

 「研究助成金」「学術賞」「報奨金」「奨励金」等を受けた際，大学に寄附しなけ
ればならないか，判断に迷った場合は，必ず事務担当者にご相談ください。

 学生が獲得した研究助成金等についても，機関経理の必要がないか確認し，
他の研究費等からの支給と重ならないようご留意ください。

補助金，
受託研究費，
研究助成金等
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19．研究費等の繰越・返還について

研究費 繰越 返還

国からの補助金，委託費 原則的に翌年度への繰越はできません。
あくまで必要な経費として申請しているものであり，全額使用され
ることが基本ですが，
不用額が発生した場合は，使い切ろうと無理な執行はせず，
返還してください。

科研費（補助金分）
交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由がある
場合，手続きを経た上で可能です。
（間接経費も直接経費の繰越額の３０%の範囲内で可能）

【補足】手続きは通常の実績報告書（収支決算報告書）に記
載するのみです。その後「額の確定通知書」に基づき機構から返
還します。研究者個人の手間はかかりません。
科研費に不用額が生じたことで以後の科研費の審査において不
利益が生じることはありません。科研費（基金分） 研究期間内は手続きをすることなく年度を越えた使用が可能

です。※最終年度は申請により1年「延長」可能

受託研究費，受託事業 契約内容や条件によっては，事前申請により可能な場合が
あります。

民間企業等との共同研究，
受託研究費，受託事業

契約期間中に目的が達成しないと見込まれる場合など，契
約の相手方と協議して契約期間を延長できれば可能です。

契約書に基づき相手方から返還請求があった場合は，返還す
る必要があります。

寄附金
個人や企業等の寄附：年度区分がないため，残額は自動
的に繰越されます。
財団等の助成金：原則として研究期間内に限り繰越可能
です。

財団等の助成金：財団ごとの使用ルールにより残額の取り扱い
が異なります。（返還を求められる場合があります）

運営費交付金等
一部の特別な経費を除き原則的に繰越はできません。部局
内，又は大学全体で計画的に執行の調整を行うことにより
対処していますので，繰越の要望がある場合は当該年度の
前半期中に所属部局の事務担当者にご相談ください。

 繰越や返還の手続きが簡素化された経費が増えています。使い切ろうとして無理な執行をする
のではなく，必要に応じて繰越や返還も検討してください。

 科研費に不用額が生じたことで以後の科研費の審査において不利益が生じることはありません。
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20．合算使用について
合算使用とは，直接経費と他の経費を合わせて使用することを意味します。
１件の支出をひとつの経費のみで行うことができない場合は，
使用する経費のルールを確認の上，合算使用による効果的・効率的な使用も検討してください。

【例外的に合算使用できる場合】
科研費については，次の場合には他の経費（他の経理のルールが認める場合に限る）と合算して使用することができます。
①補助事業に係る用務と他の用務とを合わせて１回の出張をする場合又は１個の物品等を購入する場合において，直接
経費と他の経費との使用区分を明らかにした上で直接経費を使用する場合

②直接経費に科研費以外の他の経費（使途に制限のある経費を除く。）を加えて，補助事業に使用する場合
③直接経費に，複数の事業において共同して利用する設備（以下「共用設備」という。）の購入が可能な制度の経費を加
えて，共用設備の購入経費として使用する場合
※合算で共用設備購入の場合は，その経費で可能かどうか研究資金支援課に確認してください。

④直接経費に，他の科研費を加えて各補助事業の遂行に必要な経費として使用する場合
但し，次の要件を満たした場合のみ適用可能

・同一の研究機関において使用する場合に限る
・設備等の購入経費として使用する場合には，研究者が所属する研究機関を変更する際等に補助事業の遂行に支障が
生じないよう，当該設備等の取り扱いを事前に決めておくこと
・各事業に係る負担額及び算出根拠等について明らかにしておくこと

【認められない合算使用の例】
 １つの用務の出張において，直接経費を交通費に，間接経費を宿泊費に充てた。
 科研費と他の補助金を使用区分を明らかにせず合算して１つの物品を購入した。
 科研費の課題Aに使用するための消耗品を購入しようとしたが，残額が不足したため，別の科研費の課題Bの残額と合
算して購入し，課題Aだけのために使用した。

P26記載の「繰越・返還」，P27記載の「合算使用」以外にも，
科研費には調整金による「前倒し使用」・「次年度使用」の制度があります。 27



21.受託研究等で購入した借用物品の管理について

 研究室内において，借用物品の財産使用責任者を設定し，財産使用責任者となった者は
下記の方法により適切な物品管理を行ってください。

1）借用資産台帳を備えること。 
2）借用物品を識別できる表示（各省庁等委託元から指定のシール及び委託元別に色分

 けされたシール）を貼付すること。 
 借用物品については，各省庁等委託元によりその管理ルールが異なりますので，廃棄や移

管等をされる場合は，必ず事前に下記までお問い合わせ願います。
岐阜大学：研究推進部研究資金支援課 名古屋大学：研究協力部研究事業課

受託研究等で購入した物品等のうち，所有権が経済産業省等の委託元にある借用物品の管
理について，適切な手続きをとらず廃棄してしまう亡失の事案が度々発生しております。
このようなことがないよう以下の点に十分に注意していただくようお願いします。

 物品を廃棄する際に，備品シールの添付確認を怠った。
 廃棄したい物品について，その財産使用責任者の確認を十分に行わずに，研究室の構成員がゴミ置場

へ排出した。
 廃棄のための事務手続きを失念していた。
 借用物品を示すシールが剥がれていたため，借用物品の確認ができず，借用物品であることを認識しな

いまま廃棄した。
 財産使用責任者の異動等により，研究室内において財産使用責任者が不明となっていた。

借用物品亡失の原因と思われる事例
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東海国立大学機構（岐大・名大）の所有か各省庁等委託元からの借用物品かにかかわらず，物品を管理する職員の責任については，以
下のとおり定められています。
■東海国立大学機構固定資産等取扱細則より
第4条（固定資産等の維持・保全義務）

固定資産等を使用する者は，善良なる管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
第47条（固定資産等管理職員の責任）

財産管理責任者等及び財産使用責任者は，故意又は重大な過失によりこの細則に違反して固定資産等を滅失し，
若しくは亡失し，又は毀損し，若しくは損傷し，その他機構に損害を与えた場合には，その損害を弁償する責に任じなけ
ればならない。

2 前項の規定による固定資産等の滅失若しくは亡失又は毀損若しくは損傷が固定資産等の使用に係る故意又は重大な
過失による場合は，財産使用責任者又は財産使用責任者の下で固定資産等を使用する者は，当該固定資産等に相
当する固定資産等又は残存価格若しくは修理に要した費用に相当する額を弁償する責に任じなければならない。

上記物品管理職員には，財産使用責任者だけではなく，実際に物品を使用している職員も
当然含まれます。借用物品を亡失した場合，故意でなくても財産使用責任者又は実際に物
品を使用している職員は委託元からその弁償を求められることがあります。財産使用責任
者は各研究室における物品管理を徹底していただくようお願いします。

物品を管理する職員の責任について

借用物品の廃棄手続き(例)

各大学
研究支援
担当部署

委託元財産使用責任者

①廃棄等申し出 ②廃棄等申請

③廃棄等承認・指示④廃棄方法等指示

⑤廃棄
⑥廃棄後ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ類(写)

・ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ ・契約書 ・写真等

⑦処分報告書提出

（排出日，場所は経理第二課または
施設統括部の指示による。）
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発注状況の把握
検収時に発注情報と
の照合

【研究室等（発生源）】 【取引業者】発生源入力による
発注のイメージ
（物件）

④納品

【検収センター】

③受注 ⑤検収①財務会計システムに
発注情報を入力，
発注書を出力

②発注
（発注書をFAX・
メール等）

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインより

【機関に実施を要請する事項】
 発注段階で支出財源の特定を行い，予算執行の状況を遅滞なく把握
 発注・検収業務については，当事者以外によるチェックが有効に機能するシステムを構築・運営

 発注段階で支出額と財源の特定を行うことにより，予算執行状況の適切な管理が可能。
 発生源入力により，発注内容がデータ化されることで，検収時に発注内容との照合が可能

となり，事務部門による実質的な牽制が可能。

財務会計システムの更新に伴う「発生源入力」を適切に運用

予算差引簿への即時反映＝適切な予算執行管理

見積書徴取
購入物品の
検討

22．発生源入力システムについて
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23．物品の発注（教員発注）及び納品検収手続き

【発注について】発注書（購入等確認書）
○発注金額が教員発注の範囲内

原則，発注前に財務会計システムで発注書を作成して教員等自ら発注を行います。
※発注書は検収及び支払いの際に必要となるため，業者に渡す必要がなくても必ず作成してください。

○発注金額が教員発注の範囲を超える場合
発注書は，教員等により発注書（未承認）を作成し，会計担当部署へ提出してください。
会計担当部署にて契約手続きを行った後，発注書を業者に送付のうえ発注を行います。

○教員が発注できる範囲
 発注できるのは，「発注事務に係る届出書」を提出した機構所属職員
 教員等に配分された予算の範囲内，かつ １契約（一度に発注・処理する範囲）が150万円(税込)
未満の物品購入又は役務契約。

 「発注事務に係る届出書」は本研修の理解度チェックテストを受講する際，最初に表示され，画面を進め
ることで届出が完了します。届出に際し，下記の義務及び責任が発生します。
◆機構の財務及び会計に関して，適用される法令及び関係規則に準拠し，善良な管理者の注意をもって
 職務を行わなければならない。

◆故意又は重大な過失により機構に損害を与えた場合には，その損害を弁済する責に任じなければならない。
◆他者に発注事務を代行させるときは，相当の注意をもってこれを監督し，その責任を負わなければならない。

【発注業務】 契約責任者の専決者として特定の事務職員及び教員等に発注権限を付与。
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【検収業務（岐大）】 発注者以外の者によるチェックのため，「検収センター」を設置。

○原則,全ての納品検収が必要。夜間及び休日に配達されたものは,後日検収。

納品検収
の流れ

納品事実確認 品質性能確認納品

教員（発注者）以外の者による検収（各部局等に検収担当者がいます）が必要です。
（物品購入以外の契約（修理やプログラム開発等の役務契約）の場合も必ず検収を受けてください。）

直接郵送などで研究室へ納品された場合も，検収担当者による検収が必要ですので，検収センターへ
ご連絡ください。

検収担当者
（事務職員による検収印）

検査
（教員の受領印）
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【物品購入等における発注・検収・支払のフロー図（教員発注）岐大】

①見積依頼
②見積の提示（見積書）
③発注（発注書）

⑥請求（請求書）

・発注書
・請求書
・見積書 ⑧支払依頼
・納品書

財務部 資金管理課
⑨支払

⑦支払依頼

教
員
等

取
引
業
者

⑤物品の受領，
　確認(納品書)

検収センター※
検収担当者

④物品等の納品
（納品書）

【納品事実確認】

財務部 経理第二課 

債務計上票の作成

※名大医学部・医学系研究科は「経理課調達グループ」
岐大病院は「経営管理課調達係」
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Sheet2

		

				教員等 キョウイントウ																								取引業者 トリヒキギョウシャ

														①見積依頼 ミツイライ

														②見積の提示（見積書） ミツモリテイジミツモリショ

														③発注（発注書） ハツチュウハッチュウショ

								⑤物品の受領，
　確認(納品書) ジュリョウカクニンノウヒンショ						検収センター※
検収担当者 ケンシュウケンシュウタントウシャ						④物品等の納品
（納品書） ヒンノウヒンショ

														【納品事実確認】 ノウヒンジジツカクニン

														⑥請求（請求書） ショウモトムセイキュウショ

								⑦支払依頼 シハライライ						財務部 経理第二課

														※名大医学部・医学系研究科は「経理課調達グループ」
岐大病院は「経営管理課調達係」 メイダイイガクブイガクケイケンキュウカケイリカチョウタツギダイビョウインケイエイカンリカチョウタツカカリ

								・発注書 ハッチュウショ						債務計上票の作成

								・請求書 セイキュウショ

								・見積書 ミツモリショ										⑧支払依頼 シハライイライ

								・納品書 ノウヒンショ						財務部 資金管理課						⑨支払







24．立替払いによる購入

物品購入等は，納品事実を確認した後，請求書に基づき各大学から直接業者に後払いすることが原則ですが，経費の性
質上又は業務の運営上必要な場合の例外的な手続きとして，教員等が発注できる範囲内において一時的に費用を立替
払いできます。 

立替払いの請求手続き

立替払い請求とは

○立替払いをした際は，以下の書類を会計担当部署に提出してください。
 財務会計システムで作成した「立替払請求書」
 本人が支払ったことを証明する書類（領収書等）
 検収印のある納品書（必要な場合） 

○学生の立替払いについて
 学生が独自（単独）に立替を行うものでなく，事前に指導教員，研究代表者等の了承

のもとに教育・研究の実施のために行うのであれば，立替払いを行うことができます。
○立替払いにより購入した物品についても原則検収は必要です。速やかに検収を受けてください。
○立替払いについても業者払いと同様に，当月，納品されたものは翌月初旬までに伝票類（立替払請
求書，関係書類一式）を経理第二課に提出してください。
 

〇 インターネット販売業者からの物品の購入
〇 出張先での書籍，資料の購入及び文献複写代
〇 学会等参加費，年会費，論文投稿料，送金手数料 等 

立替払いが可能な事例
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２．管理方法

１．機構の「換金性の高い物品」の対象範囲
25．換金性の高い物品の管理について

○パソコン（デスクトップ型，ノート型，タブレット型等）
○デジタルカメラ
○デジタルビデオカメラ
○スマートフォン ←令和４年度新規追加

 管理期間経過前においては，特定消耗品の処分（廃棄，所属換，譲受，譲渡）を行う場合は，施設統
括部資産課において手続きの必要があるため，所属部局事務担当者を通じて必ず連絡をすること。

 なお，管理期間経過後の特定消耗品については，対象物品の把握及び特定消耗品の処分状況の記録の
取扱いを要しないが，引き続き使用する場合においてもラベルは剥離せず，機構の物品として適切に現物の管
理を行う。

（１）１０万円以上の対象物品
従前より固定資産等として管理を実施している。

（２）１０万円未満の対象物品（以下「特定消耗品」という。）
管理期間（取得日の属する月の翌月から4年が経過するまでの間） 
においては，対象物品に特定消耗品シールを必ず貼付し管理する。

１０万円以上の対象物品及び特定消耗品
施設統括部資産課が実施する固定資産等監査及び現物照合において確認する。

４．特定消耗品の処分について

３．抽出による現物確認

※特定消耗品シール
取得年度により下記の色のシールを貼付

R3 R4 R5 R6 R7
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26．旅費の手続き

２．出張終了後の報告 【出張後速やかに】

１．出張前の申請 【財務会計システムによる事前申請が必要】
◆機構の教職員の出張
 財務会計システムにおいて予算を選択し，旅行期間，用務先・用務概要を入力し出張申請をする。
 外部資金等については，委託元の取扱要項等において，出張の目的や出張先が限られていたり，参加
研究者リストに記載されていない者は当該事業経費にて旅費を負担することができないとされていることがある
ので要注意。

◆機構の教職員以外の者に依頼する出張
 財務会計システムにおいて出張者の氏名，所属機関，用務先・用務概要，旅行期間，予算情報等

を入力し出張申請する。
 その際，旅費の二重払いを防ぐため，先方機関に出張依頼し承認を得ること（メールでも可）。
 ただし，各大学の学生の場合，出張依頼は不要。

◆復命（出張報告）書
 学内者，学外者共に必要。学内者は旅行命令者に対する復命として，学外者は旅行命令者に対する

出張の報告として復命（出張報告）書は必ず作成しなければならない。
 財務会計システムにおいて，出張者（教職員及び学生）自身が「出張報告」の入力をすることにより行

う。(学外者は予算管理者が代行入力）
 出張報告書には，用務内容のほか成果，訪問先，面談者及び宿泊先等実際に出張をしていなければ

記載することができないことを具体的に記載すること。特に外部資金により行った出張については，当該経
費のテーマとの関連・有効性を明確にすること。
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　 ⑨経費精算書の作成

　

⑩支払依頼
⑪支払 支払担当部署

④出張

⑤出張報告入力，
　航空搭乗券の半券等
　の提出

②旅行命令伺作成，決
裁
③出勤簿整理

⑥旅費計算書作成
　依頼 旅費担当部署

⑧旅費計算書の
　受領 ⑦旅費計算

【旅費の申請から支払いまでのフロー図（岐大）】

旅行者
①財務会計システムでの
旅行の申請
　※入力補助者による申請可能

　部局人事担当部署／
会計担当部署

出張の確認


日本語 (R2) 

		【旅費の申請から支払いまでのフロー図（岐大）】 リョヒシンセイシハラズギダイ

														　

				旅行者 リョコウシャ										①財務会計システムでの       旅行の申請
　※入力補助者による申請可能 ザイムカイケイリョコウシンセイニュウリョクホジョシャシンセイカノウ								　部局人事担当部署／
会計担当部署 ブキョクジンジタントウブショカイケイタントウブショ

				④出張										⑤出張報告入力，
　航空搭乗券の半券等
　の提出 ニュウリョク								②旅行命令伺作成，決裁
③出勤簿整理								⑥旅費計算書作成
　依頼						旅費担当部署 リョヒタントウブショ

												　										⑨経費精算書の作成 ケイヒセイサンショサクセイ								⑧旅費計算書の
　受領						⑦旅費計算

																												　

																										⑩支払依頼

														⑪支払

																						支払担当部署 シハラタントウブショ



出張の確認



英語 (H28)

		

												(1) Travel Request by Accounting System								Administration office
of Department

				Faculty
Member

																				(2)Creating/Approving
    Business Trip
    Request Form
(3)Managing Time 
    Sheet								(6)Requesting
   Travel 
   Expense
   Statement						Office of 
Travel
Expense
Accounting

				(4)
Travel								(5)Submitting Activity
Report(Business Trip Report), Stub of 
Air-Tickets etc.

										　										(9)Preparing Payment
   Approval Document								Receiving 
   Travel
   Expense
(8)Statement						(7) Calculating
Travel
Expenses

																										　

																								(10)Payment Request

												(11)Payment

																				Financial Affairs Department



Verification

Store the documents of the fact of business trip※Submission also possible



日本語 (H28)

		【旅費の申請から支払いまでのフロー図】 リョヒシンセイシハラズ

														　

				旅行者 リョコウシャ										①財務会計システムでの旅行の申請
　※入力補助者による申請可能 ザイムカイケイリョコウシンセイニュウリョクホジョシャシンセイカノウ								　部局事務部 ブキョクジムブ

																						（担当部局） タントウブキョク

				④出張										⑤出張報告入力，
　航空搭乗券の半券等
　の提出 ニュウリョク								②旅行命令伺作成，決裁
③出勤簿整理								⑥旅費計算書作成
　依頼						経理・資産管理課
（旅費グループ） ケイリシサンカンリカリョヒ

												　										⑨支出決議書の作成 シシュツケツギショサクセイ								⑧旅費計算書の
　受領						⑦旅費計算

																												　

																										⑩支払依頼

														⑪支払

																						財務部 ザイムブ



出張の確認

出張事実の書類保管
※提出も可能



英語

		

												(1) Travel Request by Accounting System								Administration office
of Department

				Faculty
Member

																				(2)Creating/Approving
    Business Trip
    Request Form
(3)Managing Time 
    Sheet								(6)Requesting
   Travel 
   Expense
   Statement						Office of 
Travel
Expense
Accounting

				(4)
Travel								(5)Submitting Activity
Report(Business Trip Report), Stub of 
Air-Tickets etc.

										　										(9)Preparing Payment
   Approval Document								Receiving 
   Travel
   Expense
(8)Statement						(7) Calculating
Travel
Expenses

																										　

																								(10)Payment Request

												(11)Payment

																				Financial Affairs Department



Steps(6)-(8)are not required for fixed-cost trips such as Nagoya-Tokyo.

Verification

Store the documents of the fact of business trip※Submission also possible



日本語

		【旅費の申請から支払いまでのフロー図】 リョヒシンセイシハラズ

														　

				旅行者 リョコウシャ										①財務会計システムでの旅行の申請
　※入力補助者による申請可能 ザイムカイケイリョコウシンセイニュウリョクホジョシャシンセイカノウ								　部局事務部 ブキョクジムブ

																						（担当部局） タントウブキョク

				④出張										⑤出張報告入力，
　航空搭乗券の半券等
　の提出 ニュウリョク								②旅行命令伺作成，決裁
③出勤簿整理								⑥旅費計算書作成
　依頼						旅費室 リョヒシツ

												　										⑨支出決議書の作成 シシュツケツギショサクセイ								⑧旅費計算書の
　受領						⑦旅費計算

																												　

																										⑩支払依頼

														⑪支払

																						財務部 ザイムブ



名古屋－東京等の定額設定旅行の場合は⑥～⑧は不要

出張の確認

出張事実の書類保管
※提出も可能





27．給与，謝金の手続き

 研究支援業務のために研究支援者を雇用する場合や研究補助等のアルバイトを依頼する場合は，所属部局の人事担当
部署へ雇用依頼を行ってください。（必要となる提出書類を問い合わせてください。）

 なお，学生にアルバイトを依頼する場合は，授業時間との重複等がないよう学業に差し支えのない範囲で勤務時間を管
理してください。

 科研費により，研究を遂行するために資料整理，実験補助等を依頼した場合は，短期間雇用のパートタイム勤務職員
等として雇用してください。

【給与支払いまでのフロー図（岐大）】

１．研究支援者を雇用し給与を支払う場合【事前申請が必要】

　 ⑤作業の指示，監督

⑦ 出勤簿・業務内容等報告書等で出退勤

①雇用依頼 ④雇用の通知 （支払担当部署）
　

　　 　   

②労働条件通知書の発行

⑨勤務時間報告書送付

研究代表者又は分担者
（研究室）

研究支援者(学生等)

⑥労働条件通知書等に基づき勤務

⑧出勤簿・業務内容等
報告書、勤務時間重複
チェック　表の提出

（採用書類の提出） ⑪所定日に本人口座
　へ給与の振込

③労働条件通知書等の交付
 時間等記入、勤務時間重複チェック表の記入

部局人事担当部署 事務局又は部局予算担当部署

⑧ 出勤簿等に基づき勤務時間
報告書を作成

⑩勤務時間報告書に基づき給与計算
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H28 

		給与支払までのフロー図 キュウヨシハライズ

		研究代表者又は分担者
（研究室） ケンキュウダイヒョウシャマタブンタンシャケンキュウシツ																研究支援者(学生等) ケンキュウシエンシャガクセイトウ

										　		⑤作業の指示，監督

																		⑥労働条件通知書・勤務時間台帳
　又は勤務予定表に基づき勤務 ロウドウジョウケンツウチショキンムジカンダイチョウマタキンムヨテイヒョウモトキンム

																		⑦ 出勤簿に押印

																		【ＴＡ,ＲＡ,短期間雇用パート職員】
勤務時間重複チェック表の記入

 キンムジカンチョウフクヒョウキニュウ

				①雇用依頼				④雇用の通知 コヨウツウチ								③労働条件通知書の交
　付，勤務時間台帳，
　勤務予定表の配付 コウツキジカンハイフ						（財務部）

				（採用書類の提出）										　								⑪所定日に本人口座
　へ給与の振込 ショテイヒ

														　　										　

		部局人事担当部署 ブキョクジンジタントウブショ																事務局又は部局会計担当部署 ジムキョクマタブキョクカイケイタントウブショ

		②労働条件通知書の発行										⑨計算依頼 ケイサンイライ						⑩人事担当部署からの書類に基づき給与計算 ジンジタントウブショショルイモト

		⑧出勤簿に基づき会計担当部署等への計算依頼作成 カイケイタントウブショトウケイサンイライサクセイ





R2

		給与支払までのフロー図 キュウヨシハライズ

		研究代表者又は分担者
（研究室） ケンキュウダイヒョウシャマタブンタンシャケンキュウシツ																研究支援者(学生等) ケンキュウシエンシャガクセイトウ

										　		⑤作業の指示，監督

																		⑥労働条件通知書等に基づき勤務 ロウドウジョウケンツウチショナドモトキンム

																		⑦ 出勤簿・業務内容等報告書等で出退勤 シュッキンボギョウムナイヨウナドホウコクショナドデタイキン

												③労働条件通知書等の交付 ナド						時間等記入、勤務時間重複チェック表の記入 ジカンナドキニュウ

				①雇用依頼				④雇用の通知 コヨウツウチ								⑧出勤簿・業務内容等報告書、勤務時間重複チェック　表の提出 シュッキンボギョウムナイヨウナドホウコクショキンムジカンチョウフクヒョウテイシュツ						（支払担当部署） シハラタントウブショ

				（採用書類の提出）										　								⑪所定日に本人口座
　へ給与の振込 ショテイヒ

														　　										　

		部局人事担当部署 ブキョクジンジタントウブショ																事務局又は部局予算担当部署 ジムキョクマタブキョクヨサンタントウブショ

		②労働条件通知書の発行																⑩勤務時間報告書に基づき給与計算

		⑧ 出勤簿等に基づき勤務時間報告書を作成 ナド										⑨勤務時間報告書送付





Sheet1 (2)

		給与支払までのフロー図 キュウヨシハライズ

		研究者 ケンキュウシャ																研究支援者 ケンキュウシエンシャ

										　		⑤作業の指示，監督

																		⑥労働条件通知書・勤務時間台帳
　又は勤務予定表に基づき勤務 ロウドウジョウケンツウチショキンムジカンダイチョウマタキンムヨテイヒョウモトキンム

																		⑦出勤簿に押印

				①雇用依頼				④雇用の通知 コヨウツウチ								③労働条件通知書の交
　付，勤務時間台帳，
　勤務予定表の配付 コウツキジカンハイフ								（財務部） ザイムブ

				（採用書類の提出）										　								⑪所定日に本人口座
　へ給与の振込 ショテイヒ

														　　										　

		部局人事担当部署 ブキョクジンジタントウブショ																事務局又は部局会計担当部署 ジムキョクマタブキョクカイケイタントウブショ

		②労働条件通知書の発行 ロウドウジョウケンツウチショハッコウ										⑨勤務時間報告書送付 キンムジカンホウコクショソウフ

		⑧出勤簿に基づき勤務時間報告
　書を作成 シュッキンボモトキンム																⑩勤務時間報告書に基づき給与計算 キンムジカンホウコクショモトキュウヨケイサン

		【出勤簿にて勤務実績確認】







 事前に，財務会計システムで謝金支出依頼を入力します。
 講演等が終了したら，財務会計システムから実施報告を入力してください。

２．外部の者に講演等を依頼し謝金を支払う場合【財務会計システムによる事前申請が必要】
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【謝金 依頼から支払いまでのフロー図（岐大）】

　

⑪本人口座へ振込　

⑩支払依頼
⑨経費精算書の作成
④謝金支出依頼・謝金調書の決裁

会計担当部署

相手方所属機関

②業務（講演等）承諾

　 　  （業務（講演等）依頼）
　　　　　※必要に応じて

支払担当部署

⑥業務（講演等）実施の確認

①業務（講演等）内容の
　依頼

研究者等
（研究室）

相手方

⑤業務（講演等）を行う

⑦実施報告の作成

③謝金支出依頼の作成 （目的，
予算額，予算科目，実施内容，実
施日，時間，相手方，実施場所
等）

　　　　　⑧実施報告の提出


英語

		講演謝金のフロー図 コウエンシャキンズ

				Researcher (research group / laboratory)																The Other Party

												⑤ Request details of work (lecture etc.)

				⑦ Verify work performed																⑥ Perform work (lecture etc.)

				⑧ Create Implementation Report								　								Other Party’s Affiliated Institution

																				④ Approve work

						① Submit Remuneration Request  by Accounting System(enter details of work, dates, hours, other party, venue, etc.)				⑨ Submit Implementation 
Report　 by Accounting 
System														⑬ Pay remuneration to individual’s account
　

																		③ Make work request (lecture etc.)

				Accounting Division (Faculty)																Administrative Office
(Financial Affairs Department)

				② Approve Remuneration Request within department

														⑫ Request payment

				⑩ Verify work performed

				⑪ Create Payment Approval document





Sheet1

		講演謝金のフロー図 コウエンシャキンズ

				研究者等
（研究室） ケンキュウシャナドケンキュウシツ																相手方 アイテカタ

												①業務（講演等）内容の
　依頼 ギョウムコウエントウナイヨウイライ

				③謝金支出依頼の作成 （目的，予算額，予算科目，実施内容，実施日，時間，相手方，実施場所等）																⑤業務（講演等）を行う ギョウムコウエントウオコナ

												　								相手方所属機関 アイテカタショゾクキカン

																				②業務（講演等）承諾 ショウダク

				⑥業務（講演等）実施の確認 ギョウムコウエントウジッシカクニン																				⑪本人口座へ振込　

				⑦実施報告の作成 サクセイ

						　　　　　⑧実施報告の提出								　 　  （業務（講演等）依頼）
　　　　　※必要に応じて ヒツヨウオウ

				会計担当部署 カイケイタントウブショ																支払担当部署 シハライタントウブショ

				④謝金支出依頼・謝金調書の決裁 シャキンシシュツイライシャキンチョウショケッサイ										⑩支払依頼 シハライライ

				⑨経費精算書の作成







【物品の発注・納品】
購入した物品が，検収センターが開いていない夜間に
届いたため，検収を受けることなく支払手続きをした。

 購入した物品は必ず検収センターによる納品検査を受けてください。
 一部の除外品目を除き，全ての物品について納品検査が必要です。
 夜間に配達されたものは，翌日（後日）検収を受けてください。

【物品の発注・納品】
実験機器の購入にあたり業者から一式で435万円の
見積書を入手した。すぐに購入し利用したいため145
万円ずつに分割した見積書を作成してもらい，自らの
権限内で発注した。

 本来は一式435万円として事務発注をするべきであり，研究等にすぐに利用した
いという理由で，教員の発注権限内の150万円(税込)未満に分割し発注する
ことはルール違反です。

 150万円(税込)以上の物品購入等は，事務発注のための手続きが必要ですの
で，研究計画を立て適切な時期に発注してください。

【旅費】
・旅行手続きを行った後に，旅行期間が短縮されたが，
旅行手続きの変更を行うことなく当初の予定に基づいた
復命（出張報告）書を提出し，そのまま旅費を受領
した。
・出張者本人（教職員及び学生）から出張報告がな
いのに代理の者が形式的に出張報告処理をしたため，
誤って旅費を支払った。

 旅費は出張の事実に基づいて支給されるものですので，このように事実に反する
旅費の受給は許されません。

 出張予定が変更になった場合は，速やかに人事及び経理担当部署に連絡し，変
更手続きをとってください。

 復命（出張報告）書は出張者本人が責任を持って作成し，実際の出張内容
に基づき記載し，出張後に提出してください。学生も同様です。

【旅費】
大学で旅行手続きを行った後に，先方の機関が旅費
を負担することになったが，大学側には申告せずにその
まま重複して旅費を受領した。

 同一の出張で２つの機関から重複して旅費を受給することは許されません。
 先方の機関において旅費を負担することが判明した場合には，速やかに人事及び経理担当

部署に連絡してください。

【給与】
学生が授業に出席していた時間帯に，資料整理を
行ったこととして，賃金を支払った。

 学生の資料整理・研究補助等の労働は，学生の授業時間を確認し就学に影響のないよう
にしてください。

 学生が授業に出席していた時間に作業時間が設定され，実際の作業時間に基づかずに報
酬が支払われた場合は，「カラ雇用」にあたり，厳しく罰せられます。

28．誤った事例，不正な事例
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【給与】
外部資金（受託研究費）で雇用されている特任教
員について，個人で獲得した外部資金（科研費）
のエフォート申告書を提出していなかった。 

 エフォートは研究者本人が適切に管理し，給与はエフォートに応じた予算から支出
することになっています。

 研究代表者等はエフォート申告書を受付専用メールアドレスへ送付し，業務実施
後は報告書を提出する等の手続きを行ってください。

【謝金】
被験者謝金の事例において謝金支出の根拠となる
事実確認ができなかった。実験を学生に委ねたため，
教員本人の手元に客観的証拠が保管されていな
かった。

 内部監査等において，実施の事実確認を求められる場合があります。
 予算責任者の教員は，謝金支出の客観的根拠となる資料を適切に保管してくださ

い。

【外部資金の予算執行時期】
外部資金（補助金）の交付内定前に学会参加費
を立替払いで支出していた。

 特に経費を立替払いする場合は，予算執行開始日に注意してください。

【出勤簿処理】
休日にオンラインで学会等に参加し，参加費の立
替請求をした事例で，当該教員は出勤簿で休日の
ままになっていた。

 休日に勤務がある場合は，忘れずに振替休日の申請をしてください。 

【受託研究費等の使用ルール】
・受託研究費等において，病気等で業務に従事でき
なかった期間の給与を減額するルールであったが，減
額せず当該経費から支出していた。 

・受託研究費等において，研究組織の参加者として
承認された者以外の旅費を支給できないルールで
あったが，承認を受けずに出張していた。 

 人件費は，被雇用者（研究参加者リスト限定），身分（研究者・技術職員限定），エ
フォート（有給休暇不可）等の制約により支払えない場合があります。受託研究費等の使用
ルールを研究代表者が熟知してください。  

 旅費は，出張者（研究参加者リスト限定），用務先（国内限定，国名指定），用務内
容（成果発表限定）等の制約により支払えない場合があります。受託研究費等の使用ルール
を研究代表者が熟知してください。
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29．旅費手続きにおける不正使用防止のための依頼事項

旅費支払いに係る手続きの際，不正使用防止の観点から
以下の点について改めて徹底していただくようお願いします。

【旅行命令伺い提出時】
日程や用務内容が確認できる書類を必ず添付すること
（確認書類の例）

【変更・キャンセル時】
申請した旅行命令伺いに変更もしくはキャンセルがあった場合は，必ず人事・経理担当部署に連絡し，変更やキャン
セルの手続きを行うこと

【復命（出張報告）書提出時】
・学内の出張者（教職員及び学生）は原則出張した本人が財務会計システムの出張報告を行うこと
・出張報告書には，用務内容のほか成果，訪問先，面談者及び宿泊先等実際に出張をしていなければ記載するこ
とができないことを具体的に記載すること

記載例〇 ○○大学で行われた○○研究会において、〇〇に関する発表を行うとともに、
他の参加者と意見交換会を行った。これにより○○に関する情報を得た。

記載例✕ ○○大学で行われた○○研究会において、研究発表を行った。

・学会，会議の開催通知やプログラム
・訪問相手先のアポイントメールの写し
・用務先での機器使用予約の写し 等
※モニタリングや内部監査において，後日用務先等へ事実確認を行う場合があります。
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30．経済安全保障重要技術育成プログラム（Kプロ）に係る依頼事項

東海国立大学機構の教員及び研究者が
経済安全保障重要技術育成プログラム（Kプロ）への
参画意向がある場合，
研究代表者及び研究分担者は，
事前手続き（所定様式提出及び審査）が必要です。

参画意向がある場合は，すみやかに以下の問合先に
ご相談ください。遺漏のないようお願いします。

＜問合先＞
研究戦略部研究安全管理課 E-mail：ken-kousei@t.thers.ac.jp
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31．学生に対する研究費等の使用に係る注意事項

 実際に働いていない労働（時間）に対して給与を請求すること（受給すること）や実際に行って
いない出張に対して旅費を請求すること（受給すること）は，違法行為になります。

 研究助成財団等から旅費に対する研究助成金を受けているにも関わらず，大学に同じ出張の
旅費を請求し，二重に旅費を受給することは違法行為になります。

 大学から支給された給与・謝金・旅費の全部又は一部を研究室等が回収する行為（還流行
為）は，社会的に不適切な行為と見なされる場合があります。
このような疑念を生じさせないよう，機構では還流行為を禁止しています。

 旅費の支出は事前の仮払いや業者払いが可能な場合もあります。研究室（研究者）が学生の
出張費用（交通費，宿泊施設利用料等）を立て替えるのは必要最小限にしてください。

 やむを得ず研究室（研究者）が立て替えた場合であっても，実際に立て替えた金額に限って精
算（学生による研究室（研究者）に対する立替金の返済）してください。

学生（主に大学院生）に対し，給与の支払いや，研究費等の使用の事例が増えており，学生
への公的資金の使用に係る教育・啓発が重要になっています。学生が起こした研究費不正使
用については本人だけでなく，指導教員の責任も生じる場合がありますので，該当する学生
には特に以下の点について指導してください。

上記内容について，配布用の文書を用意しております。積極的にご活用ください。 （学内専用）【啓発活動】→〇学生への注意文書
https://www.aip.nagoya-u.ac.jp/risk-management/r_funding/folder

令和5年度より，「学生向けコンプライアンス教育（公的資金の使用に係るe-Learning）」を実施しています。研究室に所属する学部4
年生以上及び大学院生は必ず受講するよう，指導してください。
https://www.aip.nagoya-u.ac.jp/risk-management/r_funding/e-learning-for-students 44
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研究費

研 究

信 頼

●常日頃から私たち一人一人が，経費の執行ルールを
理解し，原資の大部分は税金である研究費を適切に
管理する意識を持って執行するようにしましょう

●クリーンな経費の使用が国民の信頼に応えることになり，
研究の推進に繋がることになります

32．最後に
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